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１ 認定制度の趣旨

(1) 近年、社会経済の情報化の進展に伴い、企業等における情報システムの大規模化、

高度化が進んでおり、情報システムの管理・運用に必要な人的・資金的投資も増加の

傾向にあります。このため、情報化投資の効率化を図るため、自社の情報システムにつ

いて、専門的知識及び経験を有した業者に一括して管理・運用を委ねるケースが増加し

つつあります。このような情報システムを一括して管理・運用するサービス（システム

オペレ－ションサ－ビス）は、社会全体の情報化人材及び資金の効率的な運用の面から

有益であると考えられ、また、今後、情報化の一層の進展に合わせ、さらに増大が期待

されています。

(2) 本認定制度は、そうしたシステムオペレーションを行う企業のうち、コンピュータ

ビルディング等設備投資を伴う事業形態のものについて、ユーザーの情報システムの管

理・運用を的確に行う能力を有するものを認定することにより、当該事業の実施に伴う

投資の円滑化を図るとともに、ユーザーの情報化投資に当たっての便宜に資することを

目的としています。

２ 認定対象者

認定対象となる「特定システムオペレーション企業等」とは、情報システムの利用者

から情報システムの総合的な管理・運用の委託を受け、自己の事業所内にある電子計算

機により、情報システムの管理・運用を一括して長期間行う事業（以下「特定システム

オペレーション事業」という。）を営む企業等を指します。

(1) 電子計算機は貸借によっても所有によっても良い。

(2) 設備の導入を伴わないユーザー事業所における管理・運用の業務形態やユーザー

事業所内の電子計算機を遠隔操作する管理・運用の業務形態は含めない。

３ 認定に当たっての審査の視点

認定に当たっての審査の視点は次のとおりです。



(1)当該事業者が特定システムオペレーション事業を提供する際の安全対策

①安全対策

当該事業者が特定システムオペレーションサービスを提供する事業所のうち１事

業所以上が情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制度のＩＳＭＳ認証

を受けているか否かを確認します。

②システム監査

企業内のシステム監査試験合格者が、特定システムオペレーション事業に使用す

るシステムについて、システム監査を年１回以上定期的に実施しているか、または、

システム監査を業として行うシステム監査企業と継続的な契約を締結し、システム

監査を年１回以上定期的に実施しているか否かを確認します。

(2)当該事業者の経理的基礎

資本、売上高、経常利益等から、収益性、生産性、安全性を判断し、当該企業が継

続的に特定システムオペレーション事業を提供していく能力を有するか否かを確認しま

す。

(3)売上高に占める特定取引先の比率

幅広いユーザーに対して、サービスを提供しているか否かを確認します。

(4)特定システムオペレーション事業の実績

特定システムオペレーションの売上高、契約実態から特定システムオペレーション

事業の実績を確認します。

(5)当該企業の技術的能力

①特定システムオペレーション事業を行う組織体制、人員配置

②情報処理技術者試験合格者数

③人材育成への取組み

④離職率

などを確認します。



４ 認定手続

(1)申請時提出書類

①申請書（正１部、写１部「様式１（申請書及び会社概要）」）

あて先は、経済産業大臣の氏名を書いてください。

②経理的基礎・技術的能力・安全対策の概要を説明した書類

（正１部「会社概要参考資料」）

③登記簿の謄本、定款（各１通）

④貸借対照表、損益計算書（過去３年分、各１通）

⑤ＩＳＭＳ適合性評価制度の認証登録証（写）

(2)提出先

本社所在地を管轄する経済産業局（沖縄は内閣府沖縄総合事務局。以下「経済産

業局等」という。）

・本社所在地が、「北海道」の場合

（提出先） 北海道経済産業局地域経済部情報政策課

（住 所） 〒060-0808 北海道札幌市北区北８条西２丁目

札幌第一合同庁舎

（電 話） 011(700)2253

・本社所在地が、「青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県」の場合

（提出先） 東北経済産業局地域経済部情報産業支援室

（住 所） 〒980-8403 宮城県仙台市青葉区本町３－３－１

仙台合同庁舎

（電 話） 022(221)4803

・本社所在地が、「茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川

県、新潟県、長野県、山梨県、静岡県」の場合



（提出先） 関東経済産業局地域経済部情報政策課

（住 所） 〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

さいたま新都心合同庁舎１号館

（電 話） 048(600)0282

・本社所在地が、「岐阜県、愛知県、三重県、富山県、石川県」の場合

（提出先） 中部経済産業局地域経済部情報政策課

（住 所） 〒460-8510 愛知県名古屋市中区三の丸２－５－２

（電 話） 052(951)0560

・本社所在地が、「福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山

県」の場合

（提出先） 近畿経済産業局地域経済部情報政策課

（住 所） 〒540-8535 大阪府大阪市中央区大手前１－５－４４

（電 話） 06(6966)6015

・本社所在地が、「鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県」の場合

（提出先） 中国経済産業局地域経済部参事官（電子情報産業担当）

（住 所） 〒730-8531 広島県広島市中区上八丁堀６－３０

（電 話） 082(224)5630

・本社所在地が、「徳島県、香川県、愛媛県、高知県」の場合

（提出先） 四国経済産業局地域経済部地域経済課情報政策室

（住 所） 〒760-8512 香川県高松市サンポート３－３３

高松サンポート合同庁舎

（電 話） 087(811)8513

・本社所在地が、「福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島

県」の場合

（提出先） 九州経済産業局地域経済部情報政策課



（住 所） 〒812-8546 福岡県福岡市博多区博多駅東２－１１－１

（電 話） 092(482)5440

・本社所在地が、「沖縄県」の場合

（提出先） 内閣府沖縄総合事務局経済産業部地域経済課

（住 所） 〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち２－１－１

那覇市第２地方合同庁舎２号館

（電 話） 098(866)1730

※「問い合わせ」は上記の提出先の他、

経済産業省商務情報政策局情報処理振興課（電話：03(3501)2646）

(3)申請・認定時期

①申請書提出期間 平成２１年１１月２日（月曜日）から３０日（月曜日）

（平成２１年１１月３０日の消印有効）

②認定時期 平成２２年３月中

なお、認定の有効期限は３年です。認定の更新を希望するときは、再度申請の

手続きが必要となります。

(4)認定証の交付

認定企業等には、経済産業局等から認定証（様式２）を交付します。

(5)否認通知

否認企業等には、経済産業局等から否認通知を行います。

(6）提出資料の使用目的について

ＳＯ認定申請のために提出して頂いた「会社概要」、「会社概要参考資料」は審査か

ら公表に至るまでの一連の手続きに使用します。また、「会社概要」は、情報処理サー

ビス企業台帳への（ＳＩ企業／ＳＯ企業編）掲載のために使用します。



様式 ２

特定システムオペレーション企業等認定証

殿

上記企業等につき、特定システムオペレーション企業等認定規程第３条

第１項の規定に基づき、特定システムオペレーション事業（情報システム

の利用者から情報システムの総合的な管理・運用の委託を受け、自己の事

業所内にある電子計算機により当該情報システムの管理・運用を一括して

継続的に行う事業）を的確に行う能力がある旨の認定をしたことを証しま

す。

認定年月日 年 月 日

認定番号 第 号

認定の有効期限 年 月 日

番 号

年 月 日

経済産業大臣 名



「会社概要参考資料」記入要領

①「会社名」

略称ではなく正式な社名を記入してください。

②「住 所」

本社の住所を記入してください。

③「代表者氏名」

代表者の役職と氏名を記入してください。

④「連絡先」

特定システムオペレ－ション企業等認定申請にかかる担当者（実際に書類作成を行

う方）の氏名、役職、会社住所、電話番号、e-mail等を記入してください。

⑤「ＩＳＭＳ適合性評価制度の認証登録№」

ＩＳＭＳ（情報セキュリティマネジメントシステム）の認証を受けたことを証明

する認証書に表示してある登録番号を記入して下さい。

⑥ＩＳＭＳ適合性評価制度の認証登録書（写）を添付して下さい。

⑦「システム監査の実施主体及びその内容」

特定システムオペレ－ションに係わるシステム監査の実施状況等について記入し

てください。複数の特定システムオペレ－ションを実施しているときは、それぞれ

のシステム監査の実施状況の違いがわかるように記入してください。

⑧「自己資本比率」

（自己資本／総資本）×１００で算出してください。



⑨「有形固定資産額」

貸借対照表の「資産」のうち「固定資産」の中から、１年以上の長期間にわたっ

て活用され、かつ、具体的な形のある建物、機械設備、車両運搬具、工具器具備品、

土地等を記入してください。

⑩「売上高」

直近年度の会社全体の売上高を一番上に、以下、その前年、前々年の順に記入し

てください。元号も記入してください。

⑪「主要取引先」

ＳＯの取引先に限らず、会社全体としてみた情報サ－ビス関連の主な取引先を記

入してください。売上高比率は、情報サ－ビス全体の売上高に対する比率を記入し

てください。

⑫「粗利益」

損益計算書の「売上高－売上原価」を記入してください。

⑬「売上高経常利益率」

直近年度の売上高経常利益率を一番上に、以下、その前年、前々年の順に記入し

てください。元号も記入してください。

⑭「損益分岐点売上高」

｛固定費／１－（変動費／売上高）｝で算出してください。

⑮「特定ｼｽﾃﾑｵﾍﾟﾚ-ｼｮﾝ事業の売上高」

直近年度の売上高を一番上に、以下、前年、前々年順に記入してください。元号

も記入してください。

⑯「特定ｼｽﾃﾑｵﾍﾟﾚ-ｼｮﾝ事業取引件数」

これまでに御社が契約した会社の数を記入してください。ネットワ－クシステム



のときは、契約本数で記入してください。

⑰「特定ｼｽﾃﾑｵﾍﾟﾚ-ｼｮﾝ事業の主要取引先」

ユ－ザ－の会社名（官庁名）を記入してください。

⑱「離職率」

（１年間の退職技術者数／年度末の技術者数）×100で算出してください。技術者

とは、ＳＥ、プログラマ－、オペレ－タ－その他の情報処理技術者をいいます。

⑲「特定ｼｽﾃﾑｵﾍﾟﾚ-ｼｮﾝ事業の組織・体制」

管理・運用部門についてのみ記入してください。

⑳「その他」

他の情報処理技術者試験の合格者のほか、博士号、技術士、一級建築士、公認会

計士等の資格者を記入してください。なお、情報処理技術者試験の試験委員の数を

把握できる場合は、（）内に「試験委員」と記入し、その人数を書いてください。

a「研修日数及び研修費用」

直近決算年度の数値を記入してください。

b「業務分野」

金融、流通等の分野名を記入してください。件数は、これまでに御社が契約した

会社の数を記入してください。ネットワ－クシステムのときは、契約本数で記入し

てください。

c「守秘規程」

特定ｼｽﾃﾑｵﾍﾟﾚ-ｼｮﾝ事業の実施に当たっての守秘義務を定めた社内規程の有無につ

いて記入してください。

d「特定ｼｽﾃﾑｵﾍﾟﾚ-ｼｮﾝ事業の実績」



過去３年の間に完成または受注した代表的なＳＯの概要につき５例を限度として

記入してください。必要枚数を同じ様式で追加してください。

e「ユーザー名」

ユーザーの会社名（官庁名）を記入してください。

f「主任担当者職氏名」

主任担当者が、高度情報処理技術者（一種及び二種を除く特殊試験合格者以上を含

む。）及びそれと同等の職務経歴を有すると認められる場合は、その旨記入してく

ださい。

g「当該特定ｼｽﾃﾑｵﾍﾟﾚ-ｼｮﾝ事業の内容」

ユ－ザ－システムの管理・運用を、自ら設置する（貸借あるいは所有）電子計算

機あるいはユ－ザ－の電子計算機を引き取る形で行っているかについて記入してく

ださい。当該サ－ビスの範囲及び作業内容を列記し、それらに対応するプロセス及

びアクティビティを対応付けて記載してください。「システム開発および取引のた

めの共通フレーム」については、参考資料の「共通フレーム２００７体系図」を参

考としてください。なお、本体系で記入の対象となるプロセスは、「１．７運用プ

ロセス」及び「３．１管理プロセス」のみとなります。また、アクティビティとは、

参考資料の体系中、小さな四角で囲まれた枠内の「1.7.1」「1.7.2」等のことです。

h「契約内容」

①から⑥については、各事項について契約書に盛り込まれているかの有無について、

どちらかに○をしてください。なお、具体的な契約書で確認させていただく場合が

あります。

＊ 各項目について、端数が生じる場合においては、小数点第二位以下を四捨五

入して下さい。
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に

掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

当
該
認
定
申
請
書
の
副
本

二

申
請
者
の
経
理
的
基
礎
及
び
技
術
的
能
力
の
概
要
を
説
明
し
た
書
類

三

申
請
者
が
特
定
シ
ス
テ
ム
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
事
業
を
営
む
事
業
者
が
、
Ｉ
Ｓ
Ｍ
Ｓ
適
合
性
評

価
制
度
の
認
証
を
受
け
た
こ
と
を
証
明
す
る
認
証
登
録
書
の
写
し

四

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
そ
の
法
人
の
登
記
簿
の
謄
本
及
び
定
款
並
び
に
過
去
三

事
業
年
度
分
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書



（
認
定
証
の
交
付
）

第
四
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
申
請
者
に
特
定
シ

ス
テ
ム
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
事
業
を
的
確
に
行
う
能
力
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
条
第
一
項
の

認
定
を
し
、
様
式
第
二
の
認
定
証
を
当
該
申
請
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
の
有
効
期
間
）

第
五
条

第
三
条
第
一
項
の
認
定
の
有
効
期
間
は
、
認
定
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
間
と
す
る
。

（
認
定
の
公
表
）

第
六
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
三
条
第
一
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
当
該
特
定
シ
ス
テ
ム
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
企
業
等
よ
り
提
出
さ
れ
た
認
定
申
請
書
の
別
紙
及
び
認

定
の
日
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
変
更
の
届
出
等
）

第
七
条

第
三
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
特
定
シ
ス
テ
ム
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
企
業
等
（
以
下
「
認

定
企
業
等
」
と
い
う
。
）
は
、
認
定
申
請
書
並
び
に
第
三
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
に
掲
げ

る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
内
容
に
変
更
（
軽
微
な
も
の
を
除
く
。
）
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅

滞
な
く
、
こ
れ
を
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
の
取
消
し
）

第
八
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
認
定
企
業
等
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を

取
り
消
し
、
当
該
認
定
に
係
る
認
定
証
の
返
還
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

一

第
三
条
第
二
項
の
申
請
に
際
し
て
虚
偽
の
申
請
を
行
っ
た
と
き
。

二

第
七
条
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
又
は
同
条
の
届
出
に
際
し
て
虚
偽
の
届
出
を
行
っ
た
と
き
。

三

特
定
シ
ス
テ
ム
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
事
業
を
的
確
に
行
う
能
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
く
な
っ

た
と
き
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
企
業
等
台
帳
に
関
す
る
規
則

（
昭
和
四
十
七
年
十
一
月

十
七
日
通
商
産
業
省
告
示
第
五
百
九
十
五
号
）

（
同

五
十
六
年

九
月

十
八
日

同

第
四
百
四
十
号
改
正
）

（
同

六
十
一
年

三
月
三
十
一
日

同

第
百
十
六
号
改
正
）

（
同

六
十
三
年

七
月

十
九
日

同

第
三
百
二
号
改
正
）

（
同

六
十
三
年

十
月

十
八
日

同

第
四
百
二
十
五
号
改
正
）

（
平
成

三
年

十
月

十
四
日

同

第
三
百
八
十
五
号
改
正
）

（
同

四
年

三
月
三
十
一
日

同

第
百
三
十
三
号
改
正
）

（
同

七
年

四
月

十
九
日

同

第
二
百
二
十
六
号
改
正
）

（
同

七
年

六
月

八
日

同

第
三
百
七
十
七
号
改
正
）

（
同

七
年

十
月

六
日

同

第
五
百
八
十
号
改
正
）

（
同

十
二
年
十
二
月
二
十
八
日

同

第
九
百
四
十
七
号
改
正
）

（
同

十
六
年

八
月

十
二
日
経
済
産
業
省
告
示
第
二
百
六
十
六
号
改
正
）

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
企
業
等
台
帳
を
作
成
し
、
こ
れ
を
利
用
す
る
者
の

閲
覧
に
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
企
業
等
の
健
全
な
発
展
を
図
り
、
も
っ
て

国
民
生
活
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
企
業
等
」
と
は
、
情
報
処
理
の
促
進
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
九
十
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
程
す
る
「
情
報
処
理
サ
ー

ビ
ス
業
」
ま
た
は
「
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
」
を
営
む
者
を
い
う
。

２

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
シ
ス
テ
ム
サ
ー
ビ
ス
企
業
」
と
は
、
相
手
方
と
の
間
に
締
結
し
た
契

約
に
基
づ
き
、
一
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
つ
き
、
そ
の
設
計
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
、
試
験
、

運
用
の
準
備
及
び
保
守
の
す
べ
て
を
行
う
役
務
を
提
供
す
る
事
業
（
以
下
「
シ
ス
テ
ム
サ
ー
ビ
ス

業
」
と
い
う
。
）
を
営
む
者
を
い
う
。

３

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
特
定
シ
ス
テ
ム
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
企
業
等
」
と
は
、
情
報
シ
ス
テ
ム

の
利
用
者
か
ら
情
報
シ
ス
テ
ム
の
総
合
的
な
管
理
・
運
用
の
委
託
を
受
け
、
自
己
の
事
業
所
内
に

あ
る
電
子
計
算
機
に
よ
り
当
該
情
報
シ
ス
テ
ム
の
管
理
・
運
用
を
一
括
し
て
継
続
的
に
行
う
事
業



（
以
下
「
特
定
シ
ス
テ
ム
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
事
業
」
と
い
う
。
）
を
営
む
者
を
い
う
。

第
二
章

情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
企
業
等
台
帳

（
申
告
）

第
三
条

情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
企
業
等
は
、
経
済
産
業
局
長
に
対
し
、
そ
の
業
務
の
概
要
等
を
申

告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
申
告
は
、
企
業
ご
と
に
そ
の
本
社
等
の
主
た
る
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済

産
業
局
長
に
対
し
、
様
式
第
一
の
申
告
書
に
よ
り
行
な
う
も
の
と
す
る
。

（
情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
企
業
等
台
帳
）

第
四
条

各
経
済
産
業
局
長
は
、
前
条
の
申
告
書
の
別
紙
を
情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
企
業
等
台
（
以

下
「
台
帳
」
と
い
う
。
）
と
し
て
と
り
ま
と
め
、
こ
れ
を
利
用
す
る
者
の
閲
覧
に
供
す
る
も
の

と
す
る
。

（
変
更
の
申
告
）

第
五
条

第
三
条
の
申
告
を
し
た
情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
企
業
等
は
、
毎
年
一
回
、
十
月
一
日
か
ら

十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
経
済
産
業
局
長
に
対
し
変
更
の
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
二
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

（
誤
り
の
申
出
等
）

第
六
条

何
人
で
も
、
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
に
誤
り
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
経
済

産
業
局
長
に
対
し
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

経
済
産
業
局
長
は
、
前
項
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

そ
の
申
出
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
調
査
を
行
な
う
も
の
と
す
る
。

（
台
帳
の
抹
消
等
）

第
七
条

経
済
産
業
局
長
は
、
第
三
条
の
申
告
を
し
た
情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
企
業
等
が
次
の
各
号

の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
台
帳
の
当
該
情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
企
業
等
に
係
る
部
分
を
抹
消
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

一

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
申
告
を
行
わ
な
か
っ
た
と
き
。

二

情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
企
業
等
で
な
く
な
っ
た
と
き
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
台
帳
の
当
該
情
報
処
理
サ
ー

ビ
ス
企
業
等
に
係
る
部
分
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
訂
正
し
、
ま
た
は
抹
消
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
。

一

第
三
条
又
は
第
五
条
第
一
項
の
申
告
が
虚
偽
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
。



二

前
条
第
二
項
の
調
査
を
拒
ん
だ
と
き
。

第
三
章

情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
企
業
等
台
帳
・
シ
ス
テ
ム
サ
ー
ビ
ス
企
業
編

（
登
録
の
申
請
）

第
八
条

シ
ス
テ
ム
サ
ー
ビ
ス
企
業
は
、
経
済
産
業
大
臣
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
登
録
の
申
請
は
、
経
済
産
業
大
臣
に
対
し
、
様
式
第
二
の
申
請
書
に
よ
り
行
う
も

の
と
す
る
。

３

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
申
請
書
の
副
本

二

申
請
書
の
経
理
的
基
礎
及
び
技
術
的
能
力
の
概
要
を
説
明
し
た
書
類

三

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
そ
の
法
人
の
登
記
簿
の
謄
本
及
び
定
款
並
び
に
過
去
三

事
業
年
度
分
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書

（
登
録
）

第
九
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お

い
て
、
当
該
申
請
者
に
シ
ス
テ
ム
サ
ー
ビ
ス
業
を
的
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
経
理
的
基
礎

及
び
技
術
的
能
力
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
申
請
者
を
シ
ス
テ
ム
サ
ー
ビ
ス
企
業
登

録
原
簿
に
登
録
す
る
も
の
と
す
る
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
し
た
場
合
は
、
申
請
者
に
対
し
、
そ
の

旨
を
記
載
し
た
文
書
を
も
っ
て
通
知
と
す
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
の
有
効
期
間
）

第
十
条

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
の
有
効
期
間
は
、
登
録
の
日
か
ら
二
年
間
と
す
る
。

（
情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
企
業
等
台
帳
・
シ
ス
テ
ム
サ
ー
ビ
ス
企
業
編
）

第
十
一
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
た
シ
ス
テ
ム
サ
ー
ビ
ス

企
業
（
以
下
「
登
録
シ
ス
テ
ム
サ
ー
ビ
ス
企
業
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
申
請
書
の
別
紙

を
情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
企
業
等
台
帳
シ
ス
テ
ム
サ
ー
ビ
ス
企
業
編
（
以
下
「
シ
ス
テ
ム
サ
ー

ビ
ス
企
業
編
」
と
い
う
。
）
と
し
て
と
り
ま
と
め
、
こ
れ
を
利
用
者
の
閲
覧
に
供
す
る
も
の

と
す
る
。

（
変
更
の
届
出
）

第
十
二
条

登
録
シ
ス
テ
ム
サ
ー
ビ
ス
企
業
は
、
そ
の
業
務
の
内
容
等
に
重
大
な
変
更
が
あ
っ

た
場
合
に
は
、
す
み
や
か
に
、
経
済
産
業
大
臣
に
当
該
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。



（
誤
り
の
申
出
等
）

第
十
三
条

何
人
で
も
、
シ
ス
テ
ム
サ
ー
ビ
ス
企
業
編
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
に
誤
り
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
経
済
産
業
大
臣
に
対
し
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

そ
の
申
出
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
登
録
の
取
消
等
）

第
十
四
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
登
録
シ
ス
テ
ム
サ
ー
ビ
ス
企
業
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る

と
き
は
、
そ
の
登
録
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

シ
ス
テ
ム
サ
ー
ビ
ス
業
を
的
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
又
は
技
術
的
能
力

が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
と
き
。

二

第
八
条
の
登
録
の
申
請
又
は
第
十
二
条
の
届
出
が
虚
偽
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
と
き
。

三

業
務
の
内
容
等
に
重
大
な
変
更
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、

第
十
二
条
の
届
出
が
な
い
と
き
。

四

前
条
第
二
項
の
調
査
を
拒
ん
だ
と
き
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
シ
ス
テ
ム
サ
ー
ビ
ス
企
業
の
登
録
を
取
り
消
し
た

と
き
は
、
第
九
条
第
二
項
の
文
書
の
返
還
を
求
め
、
シ
ス
テ
ム
サ
ー
ビ
ス
企
業
編
の
当
該
シ
ス

テ
ム
サ
ー
ビ
ス
企
業
に
係
る
部
分
を
抹
消
す
る
も
の
と
す
る
。



第
四
章

情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
企
業
等
台
帳
・
シ
ス
テ
ム
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
企
業
編

（
情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
企
業
等
台
帳
・
シ
ス
テ
ム
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
企
業
編
）

第
十
五
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
特
定
シ
ス
テ
ム
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
企
業
等
認
定
規
程
（
平
成
六

年
通
商
産
業
省
告
示
第
四
百
十
八
号
）
（
以
下
「
規
程
」
と
い
う
。
）
第
三
条
に
基
づ
く
認
定

を
受
け
た
シ
ス
テ
ム
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
企
業
等
（
以
下
「
認
定
シ
ス
テ
ム
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
企

業
等
」
と
い
う
。
）
の
名
称
、
住
所
等
に
つ
い
て
、
情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
企
業
等
台
帳
シ
ス
テ

ム
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
企
業
編
（
以
下
「
シ
ス
テ
ム
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
企
業
編
」
と
い
う
。
）
と

し
て
と
り
ま
と
め
、
こ
れ
を
利
用
者
の
閲
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。

（
誤
り
の
申
出
等
）

第
十
六
条

何
人
で
も
、
シ
ス
テ
ム
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
企
業
編
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
に
誤
り

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
経
済
産
業
大
臣
に
対
し
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

そ
の
申
出
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
台
帳
の
抹
消
）

第
十
七
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
規
程
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
シ

ス
テ
ム
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
企
業
編
の
当
該
認
定
シ
ス
テ
ム
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
企
業
等
に
係
る
部

分
を
抹
消
す
る
も
の
と
す
る
。


